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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「どんな疾患の患者さまも治療法がないと諦めたり、最適な治療が受けられないと嘆いたりすること のない、そんな希望に満ちたあたたか

い社会を実現し発展させる」ことを経営理念として掲げております。この 経営理念に沿って、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ、透明・公正

かつ迅速・的確な意思決定を行い、 株主をはじめとする顧客、取引先、従業員、地域社会といった全てのステークホルダーとともに持続可能な成

長 を目指し、中長期にわたり株主価値の向上を実現することが不可欠であると認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

中村　慎吾 1,400,000 21.58

三菱瓦斯化学株式会社 731,256 11.27

New Life Science 1号投資事業有限責任組合 556,444 8.57

三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合 512,640 7.90

IEファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合 331,700 5.11

梨本　正之 298,390 4.59

楽天証券株式会社 131,900 2.03

Nomura PB Nominees Limited Omnibus-Margin (CashPB) 116,900 1.80

みずほライフサイエンス第1号投資事業有限責任組合 75,200 1.15

株式会社SBI証券 61,423 0.94

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12 月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小南　欽一郎 他の会社の出身者

佐藤　知子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小南　欽一郎 ○ ―――

小南欽一郎は、バイオテク分野に関する豊富
な経験を有し、また中長期的な視点から創薬事
業の開発や資本政策等について幅広い見識を
有し、当社及び当社経営陣から独立した客観
的・中立的立場から経営に有用な助言を行って
おります。また豊富な経験と幅広い見識を活か
し、当社経営に対する指導や客観的な視点で
の適切な監督により、当社の経営体制の強化
が期待できます。このため、社外取締役として
選任しております。なお、同氏は、取引所が定
める独立性の要件を満たしており、一般株主と
利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独
立役員として適格であると判断しております。

佐藤　知子 ○ ―――

佐藤知子は、長年にわたり国内外の製薬会社
において創薬研究及び事業開発に携わるとと
もに豊富な経営経験を有しており、当社及び当
社経営陣から独立した客観的・中立的立場か
ら経営に有用な助言を行うものと期待しており
ます。また豊富な経験と幅広い見識を活かし、
当社経営に対する指導や客観的な視点での適
切な監督により、当社の経営体制の強化が期
待できます。このため、社外取締役として選任
しております。なお、同氏は、取引所が定める
独立性の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役
員として適格であると判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

各社外監査役及び社外取締役は取締役会に出席し、内部統制システムの構築・運用状況、内部統制整備に係る基本方針及び計画、内部監査の
実施状況等について定期的に報告を受けております。また、社外監査役と社外取締役は、年に４回、定例取締役会の開催後に社外役員連絡会を
開催し、相互の情報連携を図っております。 監査役会及び社外取締役は、社外役員連絡会において年に２回内部監査部署の出席を要請して意

見交換を実施 しており、その内の１回には会計監査人にも出席を要請しております。それぞれの監査等に関する情報交換・意見交換を実施して

監査の実効性の向上に努めるとともに、社外取締役の監督にとっても有用な情報連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

濵野　英二 他の会社の出身者

廣岡　穣 公認会計士

若林　美奈子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

濵野　英二 ○ ―――

濵野英二は、東京証券取引所上場企業におい
て10年余にわたる常勤監査役としての職務経
験と監査に関する幅広い見識を有しており、当
社及び当社経営陣から独立した客観的・中立
的立場にて、その知識と経験を当社の監査体
制の強化に活かすことを期待し、社外監査役に
選任しております。なお、同氏は、取引所が定
める独立性の要件を満たしており、一般株主と
利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独
立役員として適格であると判断しております。

廣岡　穣 ○ ―――

廣岡穣は、公認会計士として会計に関する専
門知識と豊富な経験を有し、当社及び当社経
営陣から独立した客観的・中立的立場にて、そ
の知識と経験を当社の監査体制の強化に活か
すことを期待し、社外監査役に選任しておりま
す。なお、同氏は、取引所が定める独立性の要
件を満たしており、一般株主と利益相反が生じ
る恐れがないものと判断し、独立役員として適
格であると判断しております。

若林　美奈子 ○ ―――

若林美奈子は、検察官出身の弁護士として法
務に関する専門知識と豊富な経験を有してお
り、当社及び当社経営陣から独立した客観的・
中立的立場にて、その知識と経験を当社の監
査体制の強化に活かすことを期待し、社外監
査役に選任しております。なお、同氏は、取引
所が定める独立性の要件を満たしており、一般
株主と利益相反が生じる恐れがないものと判
断し、独立役員として適格であると判断しており
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の基準を充たす社外役員の全員を独立役員としております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社外取締役、社外監査役、従業員、その他

該当項目に関する補足説明

社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、及び当社顧問（研究、弁理士、弁護士）に対し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、中
長期的な企業価値向上を目的としてストックオプションを付与しております。



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社には、年間報酬の総額が１億円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示を省略しております。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総
額により開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

当社の取締役に対する報酬は、業務執行取締役に対しては、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取
締役については、基本報酬のみを支払うこととしております。

当社の取締役の基本報酬は月例の固定金銭報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しな
がら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。

業績連動報酬等は、業績指標を反映した現金報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給することとしておりますが、目標となる業績指標とその
値は、年度予算及び中期経営計画と整合するように設定し、環境の変化に応じて、適宜取締役会で見直しを行うものとしております。なお、業績連
動報酬等の支給については、原則として当社業績が黒字化することを前提とし、黒字化した場合、改めて、取締役会において検討を行うものとして
おります。

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会
において検討を行うこととしております。

取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受ける
ものとし、代表取締役社長がこれを決定することとしております。

なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が各取締役の職責や業績への貢献度等を公平公正に評価するには代表
取締役社長が最も適していると判断しており、取締役の個人別報酬等のうち、固定報酬の各取締役に対する付与額の決定については、取締役会
から委任を受けた代表取締役社長中村慎吾が決定しております。委任にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう
社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートは、取締役会事務局として管理部が担います。取締役会の開催に際しては、社外取締役及び社外監査役
へ資料を事前に配布し、議題の検討や情報収集に十分な時間を費やせるように努めています。取締役会への付議事項については早期の通知に
努めており、必要に応じて説明をおこなっております。これらにより、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を果たすための環境は整備さ
れていると考えております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は執行役員制を導入し、取締役会は経営の基本方針や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する機関とし
て位置づけ、業務執行機能は執行役員が担うこととしております。一方、監査役及び監査役会は、独立した立場から取締役の職務の執行を監査
しております。

ａ．取締役及び取締役会

取締役会は、社外取締役２名を含む５名で構成されております。月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款
で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の状況を監督しております。

　＜取締役会の構成（2026年３月26日現在）＞

　　　取締役社長 中村 慎吾（議長）（代表取締役）

　　　取締役　執行役員 萩原 宏昭（管理部長）

　　　取締役　執行役員 甲田 伊佐男（事業開発部長）

　　　取締役 小南 欽一郎（社外取締役）



　　　取締役 佐藤 知子（社外取締役）

なお、取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。執行役員会は取締役社長及びすべての執行役員４名で構成され、原則として毎週１
回の定例会議のほか、必要に応じて臨時の執行役員会を開催し、業務執行に関する事項を決定しております。

　　　執行役員　経営企画部長　郷田 恒雄

　　　執行役員　研究戦略部長　笹川 達也

ｂ．監査役及び監査役会

監査役会は、全員社外監査役の３名で構成されております。原則として定例の取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて臨時
に開催され、当期の監査方針、監査計画、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定が行われると
ともに、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告が行われるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
がなされ、必要に応じて説明が求められております。また、監査役会は、会計監査人（監査法人）、内部監査部署及び社外取締役と随時会合を開
催する等して、情報共有及び連携の強化を図っております。

　＜監査役会の構成（2026年３月26日現在）＞

　　　常勤監査役 濵野 英二（議長）（社外監査役）

　　　監査役 廣岡　穣 （社外監査役）

　　　監査役 若林 美奈子（社外監査役）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役制度を採用しており、業務執行については、2025年４月より執行役員制を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の
分離に努めております。取締役会は経営の基本方針や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する機関として位置
づけ、業務執行機能は執行役員が担うこととしております。一方、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役の職務の執行を監査すること
で、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが可能となると判断し、当該体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の方々が議案を検討するための充分な時間を確保できるよう、株主総会招集通知の
早期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主の方々に株主総会へご出席いただけるよう、株主総会開催日は集中日を
回避して設定しております。

電磁的方法による議決権の行使
株主構成における機関投資家や海外投資家の状況等を踏まえつつ、株主の方々の利便
性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株主構成における機関投資家や海外投資家の状況等を踏まえつつ、株主の方々の利便
性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供
株主構成における機関投資家や海外投資家の状況等を踏まえつつ、株主の方々の利便
性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成しており、当社ホームページ内のIRページに
掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

個人投資家向け説明会は、第２四半期決算発表後（毎年８月）及び 期末決算

発表後（毎年２月）の年２回以上開催することを基本としつつ、投資家の方々へ
お知らせすべき事象が発生した際には臨時的に開催することを想定しておりま
す。

あり



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの説明会は、第２四半期決算発表後（毎年８月）及
び 期末決算発表後（毎年２月）の年２回開催を基本としつつ、投資家の方々へ

お知らせすべき事象が発生した際には臨時的に開催することを想定しておりま
す。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
海外投資家向け説明会の定期的な開催はしておりませんが、海外投資家や証
券会社の方々よりご要望を頂いた場合等には、随時個別対応する方針です。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ内にIRページ（https://www.veritasinsilico.com/ir/）を設け、
決定事実や発生事実などの適時開示、決算情報及び決算内容等への理解を
深めて頂くための補足的資料等のIR資料・情報を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部にIR担当者を複数名配置しております。

その他
英文によるIR資料は、日本語資料と同時に同一内容で作成し、公表することを
原則としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の「行動規範」にて、我々は社員、社会、顧客、サプライヤー、株主を尊重し、品位あ
る会社を目指す旨を定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社では、事業活動を通じた持続可能な社会の実現を目指し、当社事業に係る自然環境
への配慮等、サステナビリティ推進に取り組みます。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの方々に対し、透明性、公
平性、継続性に留意しつつ、適時適切な情報開示を行なうため、情報開示の基準や方法、
インサイダー取引の未然防止、業績予想および将来情報の取扱、個別面談等における対
話と第三者による業績予想等に関する事項を「ディスクロージャーポリシー」として定め、当
社ホームーページ内のIRページに掲げるとともに、各項目の実践に取り組みます。

その他
当社は、多様性のある職場環境が重要であるとの認識の下、性別に関わらず各役職員の
業務執行能力に基づいて処遇を行い、管理職・役員に相応しい人材を適材適所で登用す
る方針です。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、2020年12月18日開催の取締役会において会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、業務の適正を確保する体制整備に向
けた基本方針を決定し、2025年12月15日開催の取締役会において一部改定しております。

その内容は以下のとおりであります。

(a) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ) 「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役及び従業員は定められた社内規程に従い職務を執行

する。

ロ) 取締役及び従業員の職務の適法性を確保するため、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提条件であるとの認識のもと、「コンプライアン

ス規程」を定め、コンプライアンスを確保するための体制として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアン
スに関する審議結果は、必要に応じて取締役会に付議又は報告する。取締役及び従業員に対するコンプライアンス教育・研修の継続的実施を通
じ、全社的なコンプライアンス意識の醸成に努める。

ハ) 内部監査所管部署は、当社における各部署及び各研究所を対象に、当社の取締役及び従業員の職務執行の適正性・適切性を確保するた

め、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、同部署は必要に応じて監査役会及び監査法人と情報連携を図り、効率的な内部監査の
実施に努める。

ニ) 法令違反その他法令上の疑義のある行為等の早期発見・予防等を目的として、社外の通報窓口も設けた内部通報制度を整備するとともに、

通報者の保護を徹底する。

ホ) 反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力を断固として排除、遮断することを全社に周知徹底し、反社会的

勢力との一切の関係を排除するための体制の整備強化を図る。

ヘ) コンプライアンス違反者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「就業規則」等に基づき厳正に処分を行う。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ) 取締役の職務の執行に関わる議事録、決裁書、契約書その他の重要な書類については、法令及び「取締役会規程」、「文書管理規程」、「情報

資産及び機密情報管理規程」等の社内規程に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。また、取締役及び監査役
が、取締役会議事録及び付議資料等を必要に応じて随時閲覧できる体制とする。

ロ) 会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署を設けるとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上



で、法令等に従い適切に開示する。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ) 適切なリスクマネジメントを行うため、「リスクマネジメント規程」を制定し、リスクマネジメントに関する全般の方針を定める。

ロ) 「リスクマネジメント規程」に基づき、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会において、事業経営に重大な影響を及ぼすリスク

を評価・選定し、対応策を検討・実施するとともに、リスクマネジメントに関する審議結果は、必要に応じて取締役会に付議又は報告する。

ハ) 有事に備え「事業継続計画（BCP）」を定め、緊急事態における損害の拡大防止、早期復旧、事業継続を図る。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ) 執行役員制度を導入し、代表取締役以下の業務執行取締役の業務執行機能を補佐し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を図

る。

ロ) 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、取締役及び従

業員の職務権限を定め、必要に応じ下位者に職務権限を委譲し、適正な職務権限に従った効率的な業務の遂行を行う。

ハ) 事業活動における意思統一を図るため、取締役会は中期経営計画を策定し、年度ごとの予算を設定する。取締役はその結果を定期的に検証

し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現する。

(e) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内供統制に関する基本方針を制定し、適切な財務情報を作成するために必要な体制・制度
の整備・運用を組織的に推進するとともに、統制活動の有効性について継続的に評価し、必要に応じて統制活動の見直しを図る。

(f) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に

関する事項

イ) 監査役がその職務を補助すべき従業員たる補助者を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて、専任又は兼任

の補助者を置くものとする。

ロ) 監査役の補助者に関する人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査役会の了解を得て行うものとする。

ハ) 監査役の補助者がその職務を遂行するに当たっては、監査役の指揮、命令にのみ服するものとする。

(g) 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した者が不利な扱いを受けないことを確

保するための体制

イ) 取締役及び従業員は、監査役から業務の遂行状況について報告を求められた場合や、会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのあ

る事実を発見した場合は、直ちに監査役又は監査役会に報告するものとする。

ロ) 法令、定款又は社内規程に違反する重大な事実、コンプライアンス上の重大な問題に関わる内部通報、内部監査の状況や結果を、適時適切

に監査役に報告するものとする。

ハ) 取締役及び従業員に対し、内部通報制度に基づく通報又は監査役に対する報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないものとす

る。

(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ) 監査役は、取締役会、執行役員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会等の重要会議に出席するほか、取締役との意見交換、

社内各部署からの聴取及び意見交換、資料閲覧、監査法人の監査時の立会い及び監査内容についての説明を受け、意見交換を行うものとす
る。

ロ) 監査役は、法務、会計等の専門性の高い分野について、適宜、独立して、直接弁護士、監査法人等の専門家の意見を聞き、相談することがで

きるものとする。

ハ) 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務の処理をするものとす

る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力（暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人）との関係を一切持たず、全社を挙げて毅然と
した態度で臨むことをコンプライアンス行動指針に定め、反社会的勢力による被害を防止するために、断固として反社会的勢力との関係を遮断
し、排除することを目的とした「反社会的勢力対応規程」を定め、冒頭に「反社会的勢力に対する基本方針」を明示し、平素より情報収集に努め、
取締役管理部長を不当要求防止責任者に任命し、反社会的勢力に対しては弁護士や警察等の外部機関と連携を図り、組織的に速やかに対処で
きる体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。
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